
八田地区交流センター貸館利用申請等の流れ

利用内容を相談

予約の確認

申請用紙を用意

申請用紙を用意する方法は３つ

申請書を提出

申請方法は３つ

許可書を交付

【河東支所住民福祉課へ 電話 や メール で利用内容や希望日の空き状況を確認】

直通：0242-75-2111

【内容や空き状況により貸し出し可能であれば仮予約をする】

　【申請書は以下で入手できます】
　

河東支所で申請書をもらう

河東支所からFAX（75-3157）でもらう

ホームページからダウンロードする

　
①　申請書に記入
②　河東支所住民福祉課へ申請書を提出

【紙で申請する方法】

①　申請書に記入
②　河東支所住民福祉課へFAX(75-3157)で送信してください

【ＦＡＸで申請する方法】

①　ダウンロードした申請書に入力
②　河東支所住民福祉課へメールを送信
　　（kw-jyumin@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp)

【メールで申請する方法】

　 　使用料がかかる場合とかからない場合で異なります

使用料なし 使用料あり

予約当日は、許可書を持参して直接交流
センターへお越しください

送付された納付書を使って最寄りの金融
機関・河東支所で使用料を利用する日の
前日まで納付してください。

様々な教室・会合・サロン・
屋外のイベント等に
ぜひご利用ください

【予約時間の15分前に支所職員等が解錠します】

【終了予定時刻までに支所職員等が施錠に出向きます】

※終了予定時刻が大幅に早くなる場合は、必ず支所へご連絡ください。
（平日　8時30分～17時15分　℡0242-75-2111　土日祝日は別途お知らせします。）

施設利用

施設清掃

施設の施錠

予約当日

施設の解錠

公共施設は市民の皆さまの財産です。ルールを守り大切に使用しましょう。

予約当日は、許可書と使用料の領収書を
持参して直接交流センターへお越しください

kw-jyumin@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

許可書のみ交付 許可書と納付書を交付
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